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はしがき

はしがき

本書は、『完全講義　民事裁判実務の基礎［上巻］〔第 3 版〕』の改訂版であ
り、「要件事実」を解説したものである。この １ 冊で要件事実がわかることを
目指し、本書の位置づけをより明確にするためにタイトルも変更した。読者と
しては、法科大学院生や司法修習生を念頭に置いている。
類書として、『完全講義　民事裁判実務［基礎編］』を出版しているが、これ
は主として司法試験予備試験の受験生を念頭に置いており、事実認定の基礎部
分や民事保全・執行、法曹倫理（付録）を入れて、司法試験予備試験対策とし
て役立つものにしている。
これに対し、本書は、「要件事実」に徹したものである。このため、要件事
実について、『完全講義　民事裁判実務［基礎編］』と比べ、応用的な問題も扱
っている。
本書の特徴としては、次の点をあげることができる。
第 １に、本書は、法科大学院における「民事裁判実務の基礎」等の授業を理
解するための、あるいは司法修習における「民事裁判」の自習書として位置づ
けており、民法と民事訴訟法の基礎的な部分を理解していることが前提である
が、それ以上の法律知識はなくとも理解できるように配慮した。
第 ２に、本書全体が要件事実に特化し、要件事実はこの １冊でわかるという
位置づけのため、『完全講義　民事裁判実務［基礎編］』と重複している部分が
かなりある。同書は基礎的な部分を解説しているのに対し、本書は応用的な問
題も扱っており、その違いがわかるように、本書でのみ扱っている部分は、見
出しの横に♠を付した。
第 3に、できるだけ抽象的な説明は避け、具体的な事例に基づいた説明を行
い、事案におけるあてはめができるようにするとともに、理解を助けるため図
や訴状、不動産登記事項証明書等の書式を示すことによって、視覚的に理解で
きるように努めた。
第 4に、筆者の法科大学院での授業経験や司法修習生に対する実務指導経験
を踏まえ、法科大学院生や司法修習生等が間違いやすい点や誤解しやすい点に
ついては、その旨を明示して説明し、誤った理解がされないように工夫した。
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この観点から、重要な点は繰り返し説明を加えて、正確に理解できるように配
慮した。
本書の出発点は、『完全講義　民事裁判実務の基礎』（２009年）である。同書

を発刊してから１5年が経った。発刊当初から中村修輔さん（58期。最高裁事務
総局人事局参事官）、田端公美さん（新60期。弁護士・西村あさひ法律事務所）ら
の協力を得ている。イラストは今回も村上彩子さん（新64期。弁護士・えだむら
法律事務所）にお願いした。企画から出版まで民事法研究会の都郷博英さんに
は大変お世話になった。これらの方々に厚くお礼を申し上げたい。
最後に、本書を手にとられた方々が、将来、法曹界で、あるいはそれ以外の
分野においても、活躍され、新しい時代が開かれることを期待して、はしがき
の結びとしたい。
２0２4年 3 月

大 島 眞 一

〈完全講義シリーズ相関図〉
【予備試験受験生向け】

【司法試験受験生・司法修習生向け】

『新版　完全講義　民事裁判実務の基礎［入門編］〔第 2版〕』改題
要件事実を中心に、事実認定、民事保全・執行、
法曹倫理の基本的事項を解説

『完全講義　民事裁判実務の基礎［上巻］〔第 3版〕』改題
要件事実のみに徹して解説

予備試験の過去問の解説＋参考答案

『完全講義　民事裁判実務［基礎編］』

『完全講義　民事裁判実務［要件事実編］』（本書）

『完全講義　法律実務基礎科目［民事］〔第2版〕』
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本書の利用方法

〔本書の利用方法〕

⑴　『完全講義　民事裁判実務［基礎編］』との関係
『完全講義　民事裁判実務［基礎編］』は、要件事実と事実認定の基礎的な部
分および保全・執行と法曹倫理（付録）を解説しており、本書の要件事実のう
ち基礎的な部分は、『完全講義　民事裁判実務［基礎編］』と重複する。同書の
事実認定、保全・執行、法曹倫理（付録）の代わりに、本書では、要件事実の
応用的な部分（一部ごく基礎的な部分もある）を解説している。
したがって、予備試験は必要ないという方や要件事実をより深く学ぶことを
希望される方は、本書を読んでいただければと思う。

⑵　「本文」、「One Point Lecture!」、「Advance」
本書は、「本文」、「One Point Lecture!」、「Advance」に分かれる。
「本文」は、要件事実についてわかりやすく解説している。かなりの分量に
なっているが、丁寧に解説したためであり、読みやすいものになっている（は
ずである）。行間を読む必要はなく、説明すべき点はすべて盛り込んでいる。
「One Point Lecture!」は、初学者が間違いやすい点や誤解しやすい点につ
いて敬体でわかりやすく解説を加えたものである。「Advance」は、本文と
関連する事項について説明したものであり、応用的な部分もあるため、飛ばし
て読んでいただいても差し支えない。
なお、見出しの横に♠が付してある箇所は『完全講義　民事裁判実務［基礎
編］』に記載がない箇所である。

⑶　要件事実
本書は、司法研修所編『改訂　新問題研究　要件事実』（２0２3年、法曹会。以

下「司研・新問研」という）に基づいた解説をしている。もっとも、司研・新問
研は、実体法について多様な解釈があることを意識して記載されており、見解
を並列的に掲げている部分もある。本書では、司研・新問研が「事実記載例」
として掲げている見解によりつつも、別の見解についても言及するようにした。
また、本書では、司研・新問研には掲載されていない類型についても触れて
いるが、その場合は、司法研修所編『 4訂　紛争類型別の要件事実──民事訴
訟における攻撃防御の構造──』（２0２3年、法曹会）を参考にしている。
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本書の利用方法

私見が司研・新問研等と異なる場合もあるが、その場合は、まず司研・新問
研等の見解を記したうえで、私見を記載することにした。

⑷　本書のポイント
事例に基づいた解説を心がけた関係で、かなり〈Case〉を多様しているが、

各〈Case〉では、Xが原告、Yが被告、AやBは訴訟外の人物を意味してい
る（ただし、代理の項目では、それとは異なった表記になっている）。また、各
〈Case〉は、できるだけ簡潔なものにした関係で、かなり不自然なものもあ
るが、ご容赦いただきたい。各〈Case〉では、事実摘示例を掲げているが、
１つの参考にすぎない。どのような表現をするかではなく、いかなる内容を記
載するかに関心をもっていただきたい。

⑸　Coffee Break
今回は司法試験合格者で個性のある方を中心として執筆をお願いした。ひと
やすみとして読んでいただきたい。
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本書の構成

〔本書の構成〕

本書は、次のような構成となっている。
〈第 １ 部　基本構造・訴訟物〉
第 １講　民事訴訟の基本構造
第 ２講　訴訟物

〈第 ２ 部　要件事実〉
第 3講　要件事実総論（①売買契約を例に、②要件事実とは）
第 4 講　売買（①意思表示、②条件・期限、③弁済、④一部請求、⑤消滅時効、⑥

同時履行、⑦代物弁済、⑧民法総則に関する抗弁、⑨規範的要件、⑩黙示の

意思表示）

第 5講　売買（①代理、②会社の意思表示）
第 6 講　売買（①相殺、②債務不履行解除、③危険負担、④不完全履行、⑤手付解

除、⑥附帯請求）

第 ７講　貸金・保証（①消費貸借、②保証、③準消費貸借、④使用貸借、⑤求償請
求）

第 8講　不動産明渡し（①土地明渡し、②建物収去土地明渡し、③建物退去土地明
渡し、④土地明渡しの附帯請求）

第 9講　不動産登記（①総論、②所有権移転登記抹消登記、③所有権移転登記（取
得時効）、④抵当権設定登記抹消登記、⑤利害関係を有する第三者に対する承

諾請求、⑥通謀虚偽表示の類推適用）

第１0講　賃貸借（①賃料請求、②建物明渡請求）
第１１講　賃貸借（①建物収去土地明渡し、②留置権、③転借人に対する請求、④定

期建物賃貸借、⑤敷金返還請求）

第１２講　動産・請負（①動産、②請負）
第１3講　債権譲渡等（①債権譲渡、②債務引受、③受領権者としての外観を有する

者に対する弁済）

第１4講　その他の請求（①債権者代位、②詐害行為取消し、③委任、④消費寄託、
⑤和解、⑥不当利得返還、⑦債務不存在確認、⑧不法行為、⑨相続、⑩事例

検討）
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要件事実について

民事裁判においては、「訴訟物」と「要件事実」が大きな柱である。
まず、第 １講で民事裁判全体の構造をみた後、第 ２講で「訴訟物」を、第 3

講で「要件事実」の総論を、第 4講～第１4講で「要件事実」の各論を扱ってい
る。
「要件事実」の各論については、売買、消費貸借等の比較的わかりやすいと
思われる紛争類型から始め、徐々により複雑な類型の要件事実を扱うようにし
た。代理や弁済、相殺などの複数の紛争類型にまたがる事項については、原則
として、売買を例に説明している関係で、売買の中に入れている。

〔要件事実について〕

⑴　要件事実の役割
「民事裁判実務」イコール「要件事実」だと考えている法科大学院生や司法
修習生が少なからずいる。確かに、事件の争点を明確化し、充実した審理をす
るためには、要件事実に基づいて的確な主張をし、争点の整理を行う必要があ
り、要件事実は民事裁判実務における基礎であって、これを正確に理解するこ
とは当然の前提であるといえる。
しかし、要件事実は、原告と被告のいずれが主張・立証責任を負うかについ
ての分配をしているにすぎず、それを理解したところで、民事裁判実務を理解
したということにはとうていならない。民事裁判は、当事者間における紛争を
法的に解決する場であるから、実務においては、要件事実を整理することによ
って争点を把握し、その争点について的確な事実認定・判断をすることがより
重要であるといえる。たとえば、XがYに対し売買契約に基づいて代金請求を
したところYが売買契約の成立を否認したという実務でよくみかける事案を考
えてみると、売買契約の締結については、Xが主張・立証責任を負うという形
で要件事実の整理をしたところで、何の紛争解決にもなっていない。ここでは、
当事者から提出された証拠を子細に検討し、売買契約が締結されたと認定でき
るかという事実認定の部分が大きな問題となるのである。また、事案によって
は法解釈が正面から争われる場合もあり、立法の経緯や紛争実態を踏まえて法
解釈を展開することが求められる。事件によっては、主張・立証責任の分配が
まだ定まっておらず、要件事実の整理が争点の １つになることはあるが、基本
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要件事実について

的に、民事訴訟実務において、要件事実が主役の座を占めることはない。
このように、要件事実は、事件の争点を把握するための道具のようなもので
あるから、その役割を十分に踏まえたうえで要件事実の勉強をすることが肝要
である。
また、「要件事実は暗記である」という誤解もあるように見受けられる。要
件事実は、実体法の解釈に委ねられているところが多く、必ず正解があるわけ
でも一義的に決まるものでもないうえ、民法上の紛争類型に限らずに広く問題
となるのであるから、すべてを暗記することは不可能である。したがって、要
件事実を暗記するのではなく、基本的な考え方の筋道や思考方法を理解したう
えで、それに基づき具体的な事件について検討すれば足りる。
本書においては、以上のような観点から、実務的によくみかける紛争類型に
ついて、基本的な事項から説明し、最終的には複雑な問題も扱うことによって、
実体法の解釈を踏まえて、要件事実を考えることができる思考力を育成するこ
とを目指した。

⑵　法科大学院における「民事訴訟実務の基礎」の授業のあり方
本書は、法科大学院における「民事訴訟実務の基礎」等の授業の自習書とし
ての性格をもっているので、法科大学院における「民事訴訟実務の基礎」等の
授業のあり方について触れておきたい。
「民事訴訟実務の基礎」等の授業については、１4～１5回の講義回数であると
すると、前半は、理論編として、民事訴訟の構造と訴訟物（本書の第 １ 講、第
２講）を ２回、要件事実（本書の第 3講～第１4講）を 5回、事実認定を １回行い、
後半は、実践編として、 6～ ７回に分けて、模擬記録等を用いて、訴状・答弁
書の検討や、争点整理、事実認定を民事訴訟の手続に従って順に検討し、要件
事実や事実認定のほか、訴訟運営や訴訟手続についても触れ、実体法・訴訟法
の理論がどのように実務と関連しているのかを示しながら、民事裁判実務が動
的に理解できるようにするのが望ましいのではないかと思う。
要件事実を 5回程度で終えるとすると、本書で詳細に触れた点を取り上げる
ことはもちろん不可能であって、売買、消費貸借、賃貸借、不動産明渡し、不
動産登記、動産引渡し程度を取り上げれば十分ではないかと思う。多くの知識
を詰め込むよりも、基本的な知識の修得に努め、その基本的知識を応用できる
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ようにすることが望ましい。
もっとも、法科大学院において民事模擬裁判等の科目が独立してあり、多く
の学生が履修するのであれば、実践編はその科目で行うことができるので、
「民事訴訟実務の基礎」は、より理論的な点を取り上げることができるが、要
件事実について過度に細かな点に立ち入るべきではなかろう。
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第 1 講　民事訴訟の基本構造

第1講

民事訴訟の基本構造
Ⅰ　民事訴訟の基本構造

１ 　総　論

民事訴訟は、原告が求める権利または法律関係の存否が認められるかを審
理・判断する。金銭を貸せばその返還を求める貸金返還請求権、物を売れば売
買代金請求権という権利が発生する。その権利の存否や遺言無効確認という法
律関係の存否を審理・判断するわけである。
こうした権利・法律関係は、抽象的なものであり、直接証明することはでき
ない。そこで、まず、当事者において、権利・法律関係を発生させる事実を主
張する必要がある。貸金返還請求権であれば金銭を貸したという事実を、売買
代金請求権であれば物を売ったという事実を主張しなければならない。
そして、その事実を証拠によって証明することを要し、その事実が認められ
ることによって、権利・法律関係が認められるという構造になっている。
民事裁判実務を理解するうえで、最も重要なことは、この基本的な構造を理
解することである。
民事訴訟の基本構造を図で示すと、〔図 １〕のとおりである。
ポイントは、「訴訟物」、「主張」、「立証」の 3 つのレベルがあり、どのレベ

ルの議論をしているのかを意識することである。そして、民事訴訟における審
理も、おおむね訴訟物→主張→証拠の順にされ、最終的に判決により、証拠に
基づいて主張（要件事実）が認められるかが決められ、訴訟物についての判断
がされる。
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Ⅰ　民事訴訟の基本構造

２ 　具体例での検討

具体例で考えよう。プロローグにおけるX（川端ゴン）の説明は長いが、法
的に意味のある言い分は、次のとおりである。

〈Case①-１〉
X（川端ゴン）は、令和 6 年11月 1 日、Y（山本山子）に対し、弁済期

を令和 7 年10月31日と定めて200万円を貸し付けた。Xは、Yに対し、200
万円の返還を求めている。

　　　
秋吉まりこは、Xの代理人として、早速、訴状を起案した。
その訴状は、【書式 １】のとおりである。

訴訟物
レベル

主　張
レベル

立　証
レベル

訴訟物

主要事実A 主要事実B

間接事実 b

間接証拠 e

間接証拠 g

直接証拠 a

補助事実 d

間接事実 c

再間接事実 f

処分権主義
（民訴246）

訴えの提起
（民訴134～）

弁論主義 争点整理
（民訴164～）

自由
心証主義
（民訴247）

証拠調べ
（民訴179～）

〔図 １ 〕民事訴訟の基本構造
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第 1 講　民事訴訟の基本構造

【書式 １ 】　訴状（〈Case ①-１〉）
　　

訴　　　　　状

　

（ １万5000円）
	 令和○年○月○日　　

　大阪地方裁判所　御中

原告訴訟代理人弁護士　　秋　吉　ま　り　こ　㊞
〒53２－○○○○　大阪市中央区田中町 １丁目 5番１２号
　　　　原　　　　　　　　告　　　　川　端　ゴ　ン
〒530－○○○○　大阪市北区西天満50丁目 １番 １号－２06号（送達場所）
　　　　　　　　 電　話　06－○○○○－○○○○
　　　　　　　　 ＦAX　06－○○○○－○○○○
　　　　同訴訟代理人弁護士　　　　秋　吉　ま　り　こ
〒563－○○○○　大阪市中央区田中町 ２丁目 6番１3号
　　　　被　　　　　　　　告　　　　山　本　山　子

貸金返還請求事件
訴訟物の価額　　２00万円
貼用印紙額　　　 １万5000円

第 １　請求の趣旨
　 １　被告は，原告に対し，２00万円及びこれに対する令和 ７ 年１１月 １ 日から支

払済みまで民法所定の年 3％の割合による金員を支払え
　 ２　訴訟費用は被告の負担とする
　との判決及び仮執行の宣言を求める。
第 ２　請求の原因
　 １　原告は、令和 6年１１月 １ 日、被告に対し、弁済期を令和 ７年１0月3１日と定
めて２00万円を貸し渡した。

　 ２　令和 ７年１0月3１日は経過した。

収　入
印　紙
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Ⅰ　意思表示

第4講

売買に関する請求 １
第 4講では、売買契約を題材に、意思表示、条件・期限、弁済、一部請求、
消滅時効、同時履行の抗弁、代物弁済、詐欺等の民法総則の抗弁、規範的要件、
黙示の意思表示を検討する。
事案は、Ⅴ（消滅時効）を除き、〈Case③-１〉と同じであり、訴訟物は売買

契約に基づく代金支払請求権、請求原因は、次のとおりである。

〈Case④〉　◆請求原因事実◆

Xは、令和 7 年11月15日、Yに対し、甲土地を代金2000万円で売った。
　　　

Ⅰ　意思表示 　♠
まず、意思表示について考えてみよう。
意思表示は、一定の法律効果の発生を欲するときに、その意思を外部に表示
する行為である。たとえば、Xの、甲土地を２000万円でYに売るという意思が
Yに表示されることである（Yが甲土地を２000万円でXから買うという意思がX
に示されことによって、意思表示の合致により、売買契約が成立する）。
意思表示は、通常、ある「動機」に導かれて、一定の「効果意思」が形成さ
れ、それを表示する「表示行為」が行われる（他に、「表示意識」を必要とする
見解もある）。
意思表示の成立には、相手方に対する「表示行為」が必要である。いくら思
っていても、それが表示されなければ何の効果も生じない（黙示の意思表示と
いうものもあるが、黙示でも相手方に示されている）。
「効果意思」は一定の法律効果を欲する意思である。民法総則で問題となる
のは、効果意思はないが、表示行為がある場合である。たとえば、互いに売買
する意思がないにもかかわらず、差押えを免れる目的等のために、その意思を

73～116
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第 4 講　売買に関する請求１

表示することは、虚偽表示に当たり、無効とされているが（民94条 １ 項）、無効
であることは、契約自体は成立しているが、効力が生じないことを意味してい
る（契約の「成立」と「有効・無効」を区別することについては、63頁参照）。この
ように、効果意思と表示行為との不一致の場合としては、心裡留保（民93条）、
虚偽表示（同法94条）、錯誤（同法95条）がある（動機の錯誤は、効果意思と表示
行為との間に不一致はないが、意思表示をした動機に錯誤がある場合である）。
つまり、契約の成立要件としては「表示行為」のみに基づいて判断する。他
方、「表示行為」があることを前提として「効果意思」がないというのが、抗
弁である虚偽表示等の主張である。
効果意思がない場合の判断基準については、意思主義（内心の意思を重視して、

意思と表示の不一致の場合に意思表示を無効とする立場）と表示主義（表示行為を
重視し、意思と表示の不一致の場合に意思表示を有効とする立場）があるが、虚偽
表示についていえば、意思主義の立場から効果意思と表示行為の不一致を無効
としながらも（民94条 １ 項）、有効を前提として法律行為を行った第三者の保護
の観点から、有効とする場合もある（同条 ２項）。

〈表 ３ 〉　効果意思と表示行為（民法9４条 １ 項）

効果意思 表示行為

通
　
常

X 甲土地を２000万円で売ろう X Yに対し甲土地を２000万円で売る
旨を表示する

Y 甲土地を２000万円で買おう Y Xに対し甲土地を２000万円で買う
旨を表示する

→　表示行為の一致により契約成立

虚
偽
表
示

X 甲土地を売る意思なし X 通常と同じ（Yに対し甲土地を
２000万円で売る旨を表示する）

Y 甲土地を買う意思なし Y 通常と同じ（Xに対し甲土地を
２000万円で買う旨を表示する）

→　表示行為の一致により契約成立
（ただし、X、Yの効果意思がないので、虚偽表示で無効（抗弁））
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Ⅱ　条件・期限

Ⅱ　条件・期限

〈Case④-１〉
（Yの言い分）

本件売買契約には、代金の支払期を令和17年11月15日とする合意があり
ました。したがって、現時点では、まだ支払期は到来していないので、代
金を支払う必要はありません。

　　　
期限の合意は、これにより利益を受けるY（買主側）が主張・立証責任を負

う。期限の合意が認められれば、期限が到来するまで請求原因に基づく代金支
払請求が認められないこととなる（権利行使を障害する）から、この主張は、
抗弁として機能する。
売買契約に、停止条件（将来の不確実な事実が発生した場合に効力が生じる）
が付されている場合も同様、「停止条件の合意」の主張は、Yが主張・立証責
任を負うべき抗弁となる。
具体的には、

　　
○　XY間で履行期限の合意があったこと

　　

または、
　　

○　XY間で停止条件の合意があったこと
　　

が要件事実となる。そして、「期限の合意」に対する「期限の到来」の主張は、
それによって利益を受けるX（売主側）が主張・立証責任を負い、期限の合意
の抗弁に対する再抗弁となる。同様に、「停止条件の合意」に対する「条件成
就」の主張は、Xが主張・立証責任を負う再抗弁に位置づけられる。

〈Case④-１〉　◆抗弁事実◆

〇　XとYは、本件売買契約において、代金支払債務の履行期を令和17年
11月15日とする合意をした。
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